
宮崎広域都市計画下水道の変更（宮崎市決定）

宮崎広域都市計画 宮崎公共下水道 「２ 排水区域」を次のように変更し、同公共下水道

「４ その他の施設」に川原雨水ポンプ場を次のように追加する。

２． 排水区域

「区域は計画図表示のとおり」

４． その他の施設

「区域は計画図表示のとおり」

【変更の理由】

本市は、市政推進の基本方針となる「第五次宮崎市総合計画」において、「生活インフラの

維持・整備」を主要施策の一つとして位置付け、地域の実情に応じた生活排水処理施設の計

画的な整備や適正な維持管理に取り組んでいるところである。

今回追加する排水区域約0.7ｈａは、平成30年に都市計画決定された薫る坂地区地区計画

の区域である。地区計画により計画的な市街地整備が確実となったことから、市街化調整区

域から市街化区域に編入されることに伴い、この区域を大淀処理区の排水区域に追加し、公

共下水道整備の充実を図るものである。

また、宮崎市高岡町五町の川原排水区は、平成30年 9月の台風で床上浸水被害が発生す

るなど、大淀川の増水時に、度々、内水氾濫による浸水被害が発生している。このため、当地

区の浸水被害の軽減を図ることを目的に、川原雨水ポンプ場をその他の施設に追加するもの

である。
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川原雨水ポンプ場 宮崎市高岡町五町字南川原 敷地面積 約 2,300㎡



【都市計画を変更する土地の区域】

宮崎広域都市計画 宮崎公共下水道

２ 排水区域

追加する区域

宮崎市薫る坂二丁目、大字恒久字曽井、大字恒久字諏訪、

古城町字南田、古城町字後藤寺迫の各一部

削除する区域

なし

４ その他の施設

追加する区域

宮崎市高岡町五町字南川原の一部

削除する区域

なし



【都市計画変更の理由】

本市は、市政推進の基本方針となる「第五次宮崎市総合計画」において、基本目

標の一つに「良好な生活機能が確保されている都市」の実現を図ることを掲げており

ます。その中に、「生活インフラの維持・整備」を主要施策の一つとして位置付け、地

域の実情に応じた生活排水処理施設の計画的な整備や適正な維持管理に取り組ん

でおります。

宮崎広域都市計画区域における公共下水道は、昭和 42 年に事業に着手し、現在、

大淀処理区は約 2731.0ha の排水区域を有しています。

今回追加する排水区域約 0.7ｈａは、平成 30 年に都市計画決定された薫る坂地区

地区計画の区域です。地区計画により計画的な市街地整備が確実となったことから、

市街化調整区域から市街化区域に編入するため、この区域を大淀処理区の排水区

域に追加し、公共下水道整備の充実を図るものです。

また、宮崎市高岡町五町の川原排水区は、平成 30年 9月の台風で床上浸水被害

が発生するなど、大淀川の増水時に、度々、内水氾濫による浸水被害が発生してい

ます。このため、当地区の浸水被害の軽減を図ることを目的に、川原雨水ポンプ場を

その他の施設に追加するものです。


